大田市地域おこし協力隊（産業企画課所管）募集要項
産業振興部産業企画課
世界遺産「石見銀山遺跡とその文化的景観」を有する大田市は、島根県の中央に位置し、海も山も身近にある、歴史と自然に恵まれたまちです。
市の南側には、国引き神話の舞台となった国立公園「三瓶山」、北側は日本海に面しており、テレビなどで話題になることの多い「大田の大あなご」やノドグロなど、新鮮な海の幸にも恵まれています。
大森町や温泉津町においては、近年、若者の流入が進み、古くからの町並みを活かしながら、若者を主体としたまちづくりが進んでおり、近年当市への移住者も増加しています。
こうした事例から、現在「地域で豊かに暮らしながら働く」ことをPRするセミナー等を開催するほか、「遊ぶ広報」を活用した中長期滞在による移住の促進に取組んでいるところです。
そこで、上記の事業の情報発信や当市に中長期滞在する方々との交流等を目的とした地域おこし協力隊員を募集します。

１．募集人数および任用形態
３名（委託型）

２．活動内容および活動場所
［活動内容］
[bookmark: _Hlk226546402]・　大田市産業企画課が実施する地域滞在型人材誘致推進事業の情報発信（イベント案内や過去イベント参加者へのメール配信等）
[bookmark: _Hlk226546454]・　遊ぶ広報等を活用し当市に滞在する中長期滞在者との交流や支援等
[bookmark: _Hlk226546471]・　県外からの視察対応への同行や地元イベントへの参加等、移住促進に関係するものへの積極的な参加や支援
[bookmark: _Hlk226546501]・　その他、産業企画課が実施する情報発信、新商品開発やまちの賑わい創出等に係る業務の支援等（応募者の適正に応じて協議のうえ、委託する）
［活動場所］
大田市内全域

３．募集対象
（１）居住地要件（次のいずれかに該当する方）
①三大都市圏内をはじめとする都市地域等に住所を有する方で委嘱後大田市に住民票を異動することができる方
②これまで地域おこし協力隊員として２年以上活動した経験があり、その解嘱から１年以内の方で、委嘱後、大田市に住民票を異動することができる方（詳細はお問合せください）
（２）その他（次のすべてに該当する方）
・　地域の住民および事業者と積極的にコミュニケーションを図り、移住促進のために精力的に行動できる方
・　パソコンの操作（書類の作成、SNSによる情報発信等）ができる方
・　普通自動車免許を有している方、または取得見込の方
・　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６項に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者に該当しない方
・　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条に規定する欠格条件に該当しない方
・　大田市に魅力を感じ移住を検討されている方

４．業務（委託）内容
（１）身分
個人事業主として、当市との間で委託契約（当市との雇用関係はありません）。
（２）委託（委嘱）期間
契約の日から令和９年３月３１日まで
（年度ごとの契約とし、最長で契約の日から３年まで更新できます。）
※契約の日は隊員候補者と市が協議したうえで決定した日とします。
※地域おこし協力隊としてふさわしくないと判断した場合は、契約期間中であっても契約解除することがあります。
（３）委託料
月額　１２５，０００円（税別）
※雇用関係がないため、雇用保険には加入しません。健康保険、年金等は各自での対応となります。
※委託料については、上記月額に毎年度３月３１日までの月数を乗じた金額となるため、毎月の支払いを希望される場合等は、毎月実績報告書および活動予定を提出いただきます。当月分委託料は、翌月中に支払います。初月は委託料の支払いがないためご留意願います。
※隊員の活動に必要なパソコン、事務用品のほか、移動に係る交通費は全て委託料に含みます。




（４）活動日および活動時間
[bookmark: _Hlk225246028]活動日および活動時間の定めはありませんが、月間で９日、６９時間４５分の活動を想定しています。
（５）活動報告
活動日および活動時間の定めはありませんが、毎月月末までに市に報告する必要があります。
その他、おおむね月に１度程度隊員のサポートを委託する企業との面談を実施致します。
（６）車両
活動に必要な車両は、原則として隊員が用意するものとします。
※大田市での生活や活動時の移動手段として、自動車があると大変便利です。
（７）副業
委託期間中の活動に支障のない範囲で行うことが可能です。

	【参考】
遊ぶ広報ホームページ
https://asobu-koho.jp/
地域滞在型人材誘致事業（R7年度事業実施内容）
https://www.city.oda.lg.jp/ohda_city/city_organization/23/594/10556



５．委託契約までの流れ
（１）応募
別紙「「大田市地域おこし協力隊員（地域滞在型人事誘致推進事業）」応募用紙」にご記入のうえ、履歴書（写真添付のこと）と住民票（応募時のもの）を添付して、下記の「応募・お問合わせ先」に郵送、メールまたは持参ください。
（２）選考方法
応募があり次第、随時書類審査および面接審査を行います。
①第１次選考（書類選考）
「履歴書」「「大田市地域おこし協力隊員（地域滞在型人事誘致推進事業）」応募用紙」をもとに書類選考を行います。
選考結果については、文書で通知します。
②第２次選考（面接選考）
第１次選考合格者を対象に、大田市役所にて面接を行います。
面接の日時・場所等については、第１次選考の結果を通知する際にお知らせします。
③最終選考結果
第２次選考終了後、選考結果を文書で通知します。
なお、応募にかかる経費は全て応募者の負担となります。
また、選考の経過及び結果についての問い合わせには応じられません。
応募から最終選考結果の発表まではおおむね２ヶ月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。

６．募集期間
令和８年４月1日から令和９年３月３１日まで（随時）

７．応募・お問合せ先
大田市産業振興部産業企画課（担当：岡田・郷原）
住　所　〒694－0064　島根県大田市大田町大田ロ1111
電　話　0854－83－8072
メール　o-yuuchi@city.oda.lg.jp


（別紙様式１）
「大田市地域おこし協力隊員（地域滞在型人事誘致推進事業）」応募用紙
	氏名（ふりがな）
	

	生年月日（年齢）
	平成・昭和　　　　　年　　　　月　　　日（満　　　　　歳）

	住所
	〒



	連絡先
	（電　話）
（メール）

	応募条件
	（確認した項目の□にチェックしてください）
□　３大都市圏をはじめとする都市地域、又は地方都市に住んでいます。または、これまで地域おこし協力隊員として２年以上活動した経験があり、その解嘱から１年以内です。
□　大田市に魅力を感じ移住を検討しています（委嘱後は大田市に住民票を異動します）。
□　地域住民・事業者と積極的にコミュニケーションを図り、大田市への移住促進のために精力的に行動できます。
□　パソコンの操作（書類の作成、SNSによる情報発信等）ができます。
□　普通自動車免許を有しています（または取得見込です）。
□　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６項に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者に該当しません。
□　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条に規定する欠格条件に該当しません。
□　募集要項の内容を確認したうえで応募します。

	経歴
	年
	月
	学歴・職歴

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	応募理由
	「地域おこし協力隊」に応募した動機、自己PR


これまで培ってきた技術や経験の活かし方


「地域おこし協力隊」任期中の計画や目標、退任後の計画について





 2 / 2
